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＜報告事項＞ 

 １１／１４（土） 河川清掃  区間（郡山堰～ＪＲ鉄橋） 定期清掃  参加５０名 

    今年最高の参加人数 。恒例の初参加の「自己紹介コーナー」全国各地から来仙した企業人が、出身地と初めて見る広

瀬川の印象等を語って頂きました。清掃体験が良い思い出となりますよう期待しています。 

＜予 定＞ 

 今年最後の清掃・次回は 3月第2土曜日  

１２／１２（土） 午前10時から 広瀬橋（長町側） 集合 （一般参加可）無料 

注） コロナ感染を配慮し、焼き芋を配布します。恒例の焚火も中止です。 

注） 長靴、長袖、軍手、マスクを持参して下さい。（飲物は各自で用意のこと） 

真摯に受け止めます。また、行政と市民の理解を深めながら市民協働の合意形成を目指します。ご支援を。 

 

※）会員募集 個人会員（年額会費５千円）法人会員（年額１万円） 

広瀬川・初冬の光景です。 

冬季の河川は、以前より飛来する鳥類が多くなりました。 

魚類や水中の微生物は減少し、水が澄み。川岸の植物も落葉

しました。今年も残り少なくなりました。 

連日の勢いを増すコロナ禍のニュースが気になります。 

やるべきことに集中するしかないですね。 

「三密避けて・自粛して・時に忘れてマスク取り」 

７０歳過ぎて、ぼけてまいりました。 

突然怒出すこともその症状かと。 皆様方もご自愛を。 

良いお年を祈念申し上げます。 （日下拝） 
 １１/１４ 清掃 （広瀬橋上流撮影） 

〇お知らせ 

仙台市市民協働事業提案制度・令和3年度事業申請の審査結果 

「不通過」の通知（以下原文） 

〔附帯意見〕 

 本事業提案は、団体の専門性を生かし、広瀬川の河川管理に関する課題を把握されている点が評価されます。 

しかしながら、関係課を含めた協働で取り組む関係者間での合意形成が十分でなく、事業実施の成果が明確でないこと

から、不通過といたしました。 

貴団体の今後の活動を通して、市民をはじめ関係者の間で、河川管理に関する課題に対する理解が深まることを期待

しております。 

＜担当＞ 仙台市市民局協働まちづくり推進部 


